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議案第  ６７  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  令和２年９月３日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  新型コロナウイルス感染症対策に関する経費として、ひとり

親世帯への臨時特別給付金やテナント支援協力金について、特

に緊急を要したため、令和２年７月２日付けで令和２年度流山

市一般会計補正予算（第６号）について専決処分したので、そ

の承認を求めるためである。  



専  決  処  分  書  

 

令和２年度流山市一般会計補正予算（第６号）について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊のと

おり専決処分する。  

令和２年７月２日  

      流山市長   井  崎  義  治    



議案第  ６８  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  令和２年９月３日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  新型コロナウイルス感染症対策として、行政検査のＰＣＲ検

査の実施及び感染症患者又は感染の疑いのある患者の受入れに

対し交付する医療提供促進交付金並びにＰＣＲ検査センターに

係る事業費について、特に緊急を要したため、令和２年８月２０

日付けで令和２年度流山市一般会計補正予算（第７号）につい

て専決処分したので、その承認を求めるためである。  



専  決  処  分  書  

 

令和２年度流山市一般会計補正予算（第７号）について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊のと

おり専決処分する。  

令和２年８月２０日  

      流山市長   井  崎  義  治    



議案第  ７０  号  

 

 

   流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の

制定について  

 流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり制定する。  

  令和２年９月３日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  人事院規則が改正され、新型コロナウイルス感染症により生

じた事態に対処するための防疫等作業手当の特例が定められた

ことから、国の取扱いに準じ、防疫手当の特例を定めるためで

ある。  

  



   流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  

 流山市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和５２年流山市条例第９

号）の一部を次のように改正する。  

 附則に次の２項を加える。  

 （新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための作業

に従事する職員の特殊勤務手当の特例）  

３  職員が、新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を

指定感染症として定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に

規定するものをいう。以下同じ。）から人の生命及び健康を保護する

ために緊急に行われた措置に係る作業であって、市長が定めるものに

従事したときは、防疫手当を支給する。この場合において、第４条第

３項及び別表（防疫手当に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。  

４  前項に規定する防疫手当の額は、作業に従事した日１日につき、

３，０００円（新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いの

ある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行

う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあ

っては、４，０００円）とする。  

   附  則  

 （施行期日等）  

１  この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の流山市

職員の特殊勤務手当に関する条例（以下「改正後の条例」という。）

の規定は、令和２年２月６日（以下「適用日」という。）から適用す

る。  

 （特殊勤務手当の内払）  

２  改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改

正前の流山市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき、適用

日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当

は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。  



議案第  ７１  号  

 

 

   流山市手数料条例の一部を改正する条例について  

 流山市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和２年９月３日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）の一部改正による個

人番号の通知カードの廃止に伴い、通知カードの再交付手数料

に係る規定を削除するためである。  

  

 

 



流山市手数料条例の一部を改正する条例  

 流山市手数料条例（平成１２年流山市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。  

別表第５中  

「     

 １  行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律の規定による通知カード及び個

人番号カード並びに情報提供ネット

ワークシステムによる特定個人情報

の提供等に関する省令（平成２６年

総務省令第８５号。以下この表にお

いて「省令」という。）第１１条第

３項の規定による通知カードの再交

付（省令第１１条第１項第１号に該

当する場合、同項第４号に該当する

場合（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関

する法律施行令（平成２６年政令第

１５５号。以下この表において「政

令」という。）第５条第３項第１号

に該当して通知カードを返納した場

合を除く。）、省令第１１条第１項

第５号に該当する場合（政令第１５

条第１項第１号（政令第１４条第７

号に係る部分に限る。）及び政令第

１５条第１項第３号に該当して個人

番 号 カ ー ド を 返 納 し た 場 合 を 除

く。）、省令第１１条第１項第６号

に該当する場合（政令第１４条第１

号に該当して個人番号カードを返納

した場合を除く。）、省令第１１条

１件につき５００円   



第１項第７号に該当する場合及び同

項第９号に該当する場合に限る。）  

 ２  行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律第１７条第１項の規定による個

人番号カードの交付（政令第１４条

第２号、第３号、第５号、第６号又

は第９号に該当して個人番号カード

が失効した場合に限る。）及び省令

第２８条第１項に規定する個人番号

カードの再交付  

１件につき８００円   

   」 

を  

「     

 １  行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律第１７条第１項の規定による個

人番号カードの交付（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律施行令（平

成２６年政令第１５５号）第１４条

第２号、第３号、第５号、第６号又

は第９号に該当して個人番号カード

が失効した場合に限る。）及び行政

手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律に

規定する個人番号、個人番号カード、

特定個人情報の提供等に関する省令

（平成２６年総務省令第８５号）第

２８条第１項に規定する個人番号カ

ードの再交付  

１件につき８００円   

   」 

に改める。   



   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （適用区分）  

２  この条例による改正後の流山市手数料条例の規定は、令和２年５月

２５日から適用する。  



 

 

議案第  ７２  号  

 

 

流山市入湯税条例の制定について  

流山市入湯税条例を別紙のとおり制定する。  

令和２年９月３日提出  

 流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  入湯税の賦課徴収について定めるためである。  

  



 

 

流山市入湯税条例  

（課税の根拠）  

第１条  地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第７０１条の規定により、入湯税を課する。  

２  入湯税の賦課徴収については、法令及び流山市税条例（昭和２６年

流山市条例第８号）に定めるもののほか、この条例の定めるところに

よる。  

（納税義務者等）  

第２条  入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。  

（課税免除）  

第３条  次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。  

（１）１２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者（当

該日を超えて小学校に就学している者を含む。）  

（２）共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者  

（３）規則で定める金額以下の利用料金で入湯する者  

（４）その他規則で定める者  

（税率）  

第４条  入湯税の税率は、入湯客１人１日について、１５０円とする。  

（徴収の方法）  

第５条  入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。  

（特別徴収の手続）  

第６条  入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。  

２  入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき

入湯税を徴収しなければならない。  

３  入湯税の特別徴収義務者は、毎月１５日までに、前月１日から同月

末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事

項を記載した納入申告書を市長に提出し、及び当該納入申告書に係る

納入金を納入書によって納入しなければならない。  

（不足金額等の納入の手続）  

第７条  入湯税の特別徴収義務者は、法第７０１条の１０、第７０１条

の１２又は第７０１条の１３の規定による徴収に係る納入の告知を受

けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加

算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに納入書



 

 

によって納入しなければならない。  

（特別徴収義務者の経営申告）  

第８条  鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、

次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。  

（１）住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人

番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定する

個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条

第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所

若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）  

（２）鉱泉浴場施設の所在地  

（３）その他市長が必要と認める事項  

２  前項の規定による申告をした者は、当該申告をした事項に変更があ

った場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならな

い。  

（特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等）  

第９条  入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入

湯税額を帳簿（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下

同じ。）に記載しなければならない。  

２  前項に規定する帳簿は、その記載の日から１年間これを保存しなけ

ればならない。  

 （納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金）  

第１０条  入湯税の特別徴収義務者は、第６条第３項に規定する納期限

後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の

納期限（納期限の延長があったときは、その延長された納期限）の翌

日から納入の日までの期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（当

該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算

して納入しなければならない。  



 

 

 （年当たりの割合の基礎となる日数）  

第１１条  前条の規定に定める延滞金の額の計算につき前条に定める年

当たりの割合は、 閏
じゅん

年の日を含む期間についても、３６５日当たり

の割合とする。  

（委任）  

第１２条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （延滞金の割合の特例）  

２  当分の間、第１０条に規定する延滞金の年１４．６パーセントの割

合及び年７．３パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年

の特例基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第９３条第２項の規定により告示された割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下この項に

おいて「特例基準割合適用年」という。）中においては、年１４．６

パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基

準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３パ

ーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合

を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントの割合を超

える場合には、年７．３パーセントの割合）とする。  



議案第  ７３  号  

 

 

工事請負契約の締結について  

市は、次の工事請負契約を締結する。  

令和２年９月３日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

１  契 約 の 名 称  （仮称）流山市立おおぐろの森中学校新築工事  

２  契 約 の 方 法  一般競争入札  

３  契 約 の 金 額  ６，１０５，０００，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

４  契約の相手方  千葉県千葉市中央区新町１８番地１４  

          株式会社奥村組  東関東支店  

          支店長  永井  寧  

           



参考資料  

 

（仮称）流山市立おおぐろの森中学校新築工事  

 

１  工事場所  流山市大畔５７９番１ほか  

 

２  概   要  

（１）工 事 概 要 新設中学校新築工事に係る建築工事、電気設備工  

事及び機械設備工事  

（２）構 造 ・ 規 模  

ア  敷地面積  ２６，７３４平方メートル  

イ  建築面積   ７，９４４平方メートル  

ウ  延べ面積  １４，４６０平方メートル  

（３）棟別詳細   

ア  校舎棟  

木造  地上３階建て  

延べ面積  ８，６５２平方メートル  

イ  体育館・プール棟  

鉄筋コンクリート造  地上３階建て  

延べ面積  ５，５６５平方メートル  

ウ  駐輪場  

鉄骨造  地上１階建て  

延べ面積  ２４３平方メートル  

 

３  工   期  議会の議決の日の翌日から令和４年２月２８日まで  

 

４  設   計  東京都新宿区西新宿二丁目１番１号  

       株式会社日本設計  

 

５  施   工  千葉県千葉市中央区新町１８番地１４  

       株式会社奥村組  東関東支店  

         

           



６  工 事 費 ６，１０５，０００，０００円  

（消費税及び地方消費税を含む。）  

 

  入札金額  ５，５５０，０００，０００円（税抜）  

  請負代金額 ６，１０５，０００，０００円（税込） 《 消 費 税 率 １ ０ ％ 》 

  うち取引に係る  （５５５，０００，０００円）  

消費税及び地方消費税の額 

 



会 社 名

自 己 資 本 額

本　　　社

  営 業 所 等

営 業 種 目

代 表 者

区　　　分 官公庁 民　間 合　計

令和元年3月期 90,798 118,460 209,258

令和2年3月期 81,497 133,054 214,551

（単位：百万円） 平　　　均 86,148 125,757 211,905

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期 平成26年3月6日～平成28年5月31日

  受注形態 元請

過去の主な工事経歴 　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期 平成25年8月5日～平成27年5月14日

  受注形態 元請

　工 事 名

  発 注 者

  工事金額

  工　　期 平成22年3月31日～平成26年6月30日

  受注形態 元請

業    者    経    歴    表

　株式会社奥村組

  162,972,000千円　(資本金額  19,838,913千円）

所 在 地
大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号

千葉県千葉市中央区新町18番地14

許　可　年　月　日
及　 び　 番　　号

平成29年11月15日
国土交通大臣許可
（特-29）第2200号

土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工
事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事
業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・
ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事
業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事
業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、
内装仕上工事業、熱絶縁工事業、造園工事業、
建具工事業、水道施設工事業

平成29年12月6日
国土交通大臣許可
（特-29）第2200号

解体工事業

岩国飛行場（H25）高校新設建築その他工事

防衛省中国四国防衛局

6,371,028,000円

総合建設業（建築工事、土木工事等）及びこれに関連する業務

代表取締役社長　奥村太加典　

過去２か年の年間平
均完成工事高

生駒市立病院建設工事

奈良県生駒市

8,682,852,000円

大阪拘置所新営（建築）第１期工事

法務省大臣官房施設課

12,454,963,109円
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議案第  ７５  号  

 

 

令和元年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和元年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員

の意見を付けて議会の認定に付する。  

  令和２年９月３日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 



議案第  ７６  号  

 

 

   流山市立中学校設置条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市立中学校設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  令和２年９月３日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  中学校を新設し、当該中学校の名称及び位置を定めるためで

ある。  



   流山市立中学校設置条例の一部を改正する条例  

 流山市立中学校設置条例（昭和３９年流山市条例第１６号）の一部を

次のように改正する。  

 第２条の表に次のように加える。  

流山市立おおぐろの森中学校  流山市大畔５８１番地  

   附  則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

 



議案第  ７７  号  

 

 

一茶双樹記念館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について  

一茶双樹記念館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定する。  

  令和２年９月３日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  地域における文化財の積極的な活用を目的として、一茶双

樹記念館の観覧料を廃止するためである。  

  



   一茶双樹記念館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例  

一茶双樹記念館の設置及び管理に関する条例（平成６年流山市条例第

２１号）の一部を次のように改正する。  

第６条中第３号から第５号までを削り、同条第６号中「第１２条」を

「第９条」に改め、同号を同条第３号とし、同条第７号中「第１３条」

を「第１０条」に改め、同号を同条第４号とし、同条第８号中「第１４

条」を「第１１条」に改め、同号を同条第５号とし、同条第９号中「第

１５条」を「第１２条」に改め、同号を同条第６号とし、同条第１０号

中「第１７条」を「第１４条」に改め、同号を同条第７号とし、同条第

１１号中「第１８条」を「第１５条」に改め、同号を同条第８号とし、

同条第１２号中「第１９条」を「第１６条」に改め、同号を同条第９号

とする。  

第９条から第１１条までを削り、第１２条を第９条とし、第１３条を

第１０条とし、第１４条を第１１条とする。  

第１５条各号列記以外の部分中「第１３条」を「第１０条」に改め、

同条第２号中「第１３条第２項」を「第１０条第２項」に改め、同条を

第１２条とする。  

第１６条を第１３条とする。  

第１７条第１項中「別表第２」を「別表」に改め、同条第２項中「第

１３条」を「第１０条」に改め、同条を第１４条とする。  

第１８条を第１５条とし、第１９条を第１６条とし、第２０条を第１７

条とする。  

第２１条中「第１５条」を「第１２条」に改め、同条を第１８条とし、

第２２条を第１９条とし、第２３条を第２０条とする。  

別表第１を削る。  

別表第２中「第１７条関係」を「第１４条関係」に改め、同表を別表

とする。  

附  則  

この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 



議案第  ７８  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和２年９月３日提出  

    流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

八木北小学校区第３学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  流山市西初石３丁目１４４７番地の２  ベルツリーⅡ１０１号室  

ＮＰＯ法人でんでんむし  

理事長  小沼  みはる  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで  



議案第  ７９  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和２年９月３日提出  

    流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

南流山小学校区第２あすなろ学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  流山市平和台２丁目１番地の２  

社会福祉法人流山市社会福祉協議会  

会長  石渡  烈人  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和７年３月３１日まで  



議案第  ８０  号  

 

 

   指定管理者の指定について  

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。  

  令和２年９月３日提出  

    流山市長   井  崎  義  治  

 

記  

 

１  管理を行わせる公の施設の名称  

  おおぐろの森小学校区学童クラブ  

２  指定管理者となる団体  

  東京都港区芝四丁目１３番３号  ＰＭＯ田町東１０Ｆ  

  株式会社明日葉  

  代表取締役  大隈  太嘉志  

３  指定の期間  

  令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで  



議案第  ８１  号  

 

 

   権利の放棄について  

 次のとおり権利を放棄したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第９６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求める。  

  令和２年９月３日提出  

流山市長   井  崎  義  治      

 

１  権利の内容   平成１５年３月３日付け流山市指令第１６３５号で

決定し、同月１３日に借用証書の提出を受け、貸付

けを行った入学準備金貸付金１００，０００円のう

ち、償還済額を除いた未償還額８５，０００円の金

銭債権  

２  放棄により   流山市在住者  

利益を受け   

る者      

３  放棄の理由   債務者は、令和２年３月１０日付けで千葉地方裁判

所松戸支部民事部から免責許可の決定を受けたた

め、権利を放棄するものである。  

４  放棄の時期   議決の日  

 

 

 

 

 



議案第  ８４  号  

 

 

令和元年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和元年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を、別冊監査

委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  令和２年９月３日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 



議案第  ８５  号  

 

 

令和元年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和元年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別冊監

査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  令和２年９月３日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 



議案第  ８７  号  

 

 

令和元年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和元年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算を、別冊

監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。  

  令和２年９月３日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 



議案第  ８８  号  

 

 

   令和元年度流山市水道事業会計決算認定について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、令和元年度流山市水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。  

  令和２年９月３日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 



議案第  ８９  号  

 

 

   令和元年度流山市下水道事業会計決算認定について  

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定

により、令和元年度流山市下水道事業会計決算を、別冊監査委員の意見

を付けて議会の認定に付する。  

  令和２年９月３日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 



議案第  ９０  号  

 

 

   流山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

 流山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり制定する。  

  令和２年９月３日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  水道事業の変更の認可に伴い、給水人口を改めるためであ

る。  

 

  



流山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例  

流山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年流

山市条例第１９号）の一部を次のように改正する。  

第２条第２項第２号中「１８２，０００人」を「２０３，０００人」

に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  



議案第  ９１  号  

 

 

令和元年度流山市一般会計歳入歳出決算認定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定によ

り、令和元年度流山市一般会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を

付けて議会の認定に付する。  

  令和２年９月３日提出  

                 流山市長   井  崎  義  治  

  

 



報告第  １４  号  

 

 

   令和元年度健全化判断比率について  

 令和元年度流山市の健全化判断比率について、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定に

より、別冊監査委員の意見を付けて報告する。  

  令和２年９月３日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



令和元年度健全化判断比率  

（単位：％）  

 

実質赤字比率  

 

 

連結実質赤字比率  

 

実質公債費比率  

 

将来負担比率  

 

－  

 

 

－  

 

１．７  

 

２５．４  

 

 



報告第  １５  号  

 

 

   令和元年度資金不足比率について  

 令和元年度流山市の公営企業会計に係る資金不足比率について、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第

２２条第１項の規定により、別冊監査委員の意見を付けて報告する。  

  令和２年９月３日報告  

流山市長   井  崎  義  治    



令和元年度公営企業会計に係る資金不足比率  

（単位：％）  

流 山 市 土 地 区 画 整 理

事 業 特 別 会 計  
流山市水道事業会計  

 

流山市下水道事業会計  

 

 

－  

 

 

－  

 

 

－  

 

 



報告第  １６  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  令和２年９月３日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車の物損事故に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て専決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年５月１８日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  消防本部南消防署職員が自衛消防訓練の用務を

終了し、帰署のため公用車を運転し、道路を走

行していたところ、停車中の相手方車両と接触

したことによる当該相手方車両の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和元年１２月１５日  

３  発 生 場 所  流山市南流山３丁目１０番４地先  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年５月１８日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １４９ ,６５５円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年５月２２日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  経済振興部農業振興課の職員が、東葛飾農業事

務所へ向かうため、公用車（市が賃借している

自動車）を運転中、左折する際に車体左後方部

分と車止めポールを接触させたことによる当該

公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年３月５日  

３  発 生 場 所  千葉県柏市十余二５９３番５地先  

４  相 手 方  千葉県千葉市中央区登戸２丁目２番７号  

           株式会社トヨタレンタリース新千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年５月２２日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １６５，０５３円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年７月１７日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  生涯学習部公民館の職員が用務のため、南流山

センター公用車駐車場に駐車してあった公用車

（市が賃借している自動車）を発進させたとこ

ろ、左前方にあるポールに接触したことによる

当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年６月１８日  

３  発 生 場 所  流山市南流山３丁目３番地の１  

           （南流山センター公用車駐車場内）  

４  相 手 方  千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目６番地１  

           株式会社日産フィナンシャルサービス  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年７月１７日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １２０，３６２円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年７月３１日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  流山市民安全パトロール隊員がパトロールのた

め公用車を運転し、信号のない交差点を直進し

ようとしたところ、左方から交差点に進入した

相手方自動車と衝突したことによる物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年４月６日  

３  発 生 場 所  流山市青田７９番５３地先  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年７月３１日  

７  和 解 の 要 旨  相 手 方 の 損 害 額 ２ ６ ５ ， ２ ２ ０ 円 の う ち 

           １８５，６５４円を市が負担する。  

           市の損害額１９３，０６１円のうち、５７，９１８  

           円を相手方が負担する。  

           双 方 の 責 任 額 を 差 し 引 き 、 そ の 差 額 で あ る 

           １２７，７３６円を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １８５，６５４円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年８月３日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  環境部環境政策課の職員が水質事故現場へ向か

った際に公用車（市が賃借している自動車）を

運転し、後退での駐車時に誤って車止めに衝突

したことによる当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年４月１４日  

３  発 生 場 所  流山市前ケ崎６４０番地先  

４  相 手 方  千葉市美浜区中瀬２丁目６番地１  

           株式会社日産フィナンシャルサービス  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年８月３日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １５２，７７９円  

 


